
令和   年   月   日 
 

バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額申告書 
 

村 山 市 長 あて 

申 告 者 住所                 

                         （納税義務者） 氏名                 

                               電話    （   ）        

 
代 理 人 住所                 

                         （窓口に来た方） 氏名                 

                                
地方税法附則第１５条の９第４項に規定するバリアフリー改修住宅に対する固定資産税の減額措置の適用を

受けるため，市税条例附則第７条の３第７項に基づき必要書類を添えて申告します。 

家
屋
の
内
訳 

所 在 地 村山市 家屋番号  

種  類   構  造  

床 面 積 ㎡ 
居住部分 
床 面 積 ㎡ 

建築年月日  登記年月日  
改修工事  

完了年月日  

改修工事費用 

全体工事費          円（バリアフリー改修工事以外の工事を含む） 

このうちバリアフリー改修工事費         円－給付金・補助金        円 

＝自己負担額          円 

改修工事

を必要と

した方 

氏 名 
（生年月

日） 
 

（     年  月  日生） 
該当する区分 

□65 歳以上の高齢者   □障がい者 

□要介護・要支援認定者 

住 所  

【３ヶ月以内に提出できなかった理由】※工事完了日から３ヶ月以内に提出できなかった場合に記入してください。 

 

本申告書の記載内容を審査するにあたり、現住所、介護保険給付及び助成制度の利用状況等を税務課資産税係が各担当課に 

照会することに、 

同意する  ・  同意しない 
※該当する方に○をつけてください。同意されない場合は、審査を行う上で添付書類以外の書類が必要になった場合、その都

度提出していただくことになります。 

【添付書類】 
①改修工事に係る明細書（改修工事の内容・費用が確認できるもの） 

②改修工事箇所の図面・写真（改修前・改修後両方） 

③改修工事の費用を確認できるもの（領収書等の写し） 

④給付金・補助金を受けた場合は、交付または決定を受けたことを確認できる書類 

⑤居住要件の区分に応じた書類 

・要介護または要支援認定者 …介護保険法に規定する被保険者証の写し 

・障がい者  …該当する旨を証する書類の写し 



記入例 

 

家
屋
の
内
訳 

所在・地番 村山市 中央一丁目○○番△ 家屋番号 ○○－△ 

種類（用途） 専用住宅 構造 木造 

床面積 １３０．００㎡ 居住用床面積 １３０．００㎡ 

建築年月日 H2．11．20 登記年月日 H2．11．22 
改修工事 

完了年月日 
R4.5.30 

改修工事費用 

全体工事費 ９００，０００ 円（バリアフリー改修工事以外の工事を含む） 

バリアフリー改修工事費 ６５０，０００ 円－給付金・補助金 １００，０００ 円 

＝自己負担額 ５５０，０００ 円 

改
修
工
事
を 

必
要
と
し
た
方 

氏名 
（生年月

日） 
村山 一郎 

（昭和１６年１１月 １日生） 

該当する 

区分 

□65 歳以上の高齢者     □障がい者 

□要介護・要支援認定者 

住所 村山市中央１－３－６ 

【３ヶ月以内に提出できなかった理由】  ※工事完了日から３ヶ月以内に提出できなかった場合に記入してくださ

い。 

 

本申告書の記載内容を審査するにあたり、現住所、介護保険給付及び助成制度の利用状況等を税務課資産税係が各担当課に 

照会することに、 

同意する  ・  同意しない 

※該当する方に○をつけてください。同意されない場合は、審査を行う上で添付書類以外の書類が必要になった場合、その都

度提出していただくことになります。 

【添付書類】 

① 改修工事に係る明細書（改修工事の内容・費用が確認できるもの） 

② 改修工事箇所の図面・写真（改修前・改修後両方） 

③ 改修工事の費用を確認できるもの（領収書等の写し 

④ 給付金・補助金を受けた場合は、交付または決定を受けたことを確認できる書類 

⑤ 居住要件の区分に応じた書類 

・要介護または要支援認定者 …介護保険法に規定する被保険者証の写し 

・障がい者  …該当する旨を証する書類の写し 

 

※①及び②については、建築士等の発行する証明書を添付することで代えることができます。 

 

※65 歳以上とは、工事が完了した年の翌年の 1月 1日現在に 65歳以上である方です。 

 


